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韓 国 券 番(1908-1942)に お け る妓 生教 育
-妓 生教育の内容 と舞踊教育-

許 娼 姫

Kwonbon is one of the systems transplanted from Japan to Korea during colony period and had been 
maintained from 1908 to 1942 under the governance of Japan. Kwonbon is mostly in charge of business 
management and art education for Geisha. Kwonbon system in Japan like this was applied to Korea in 
almost the same form with a policy. Kiseng, that is Female artists from the Palace and the Government, 
is an object. Kiseng during colony period had made a living and had kept traditional music and dance. 
 Kwonbon had been completely disappeared around 1950's. However traditional dancers who have 

been lived in those periods testifies that numerous Korean traditional dancer including those who have 
important intangible cultural assets were educated at Kwonbon. 
 This study focuses on how Kwonbon in Japan was transplanted and had rooted in Joseon (Korea), 

what was the details of education for Kiseng, and what kind of dance was educated. First of all, 
as a background of Kiseng education at Kwonbon, history from the introduction of Kiseng Union 
whose predecessor to the establishment of Kwonbon is reviewed and the role of Kwonbon as an 
administrative organization is summarized. From the examples of Seven Kwonbon in each area, basic 
Kiseng education and teacher, and details of dance education are studied.

1. 序論

1-1 問題の所在

今 日, 韓国伝統舞踊 を代表する《晋州剣舞(第

12号)》 《僧舞(第27号)》 《太平舞(第92号)》

《サルプリチュム(第97号)》 な ど, 国の重要無

形文化財 に指定されるほど高く評価 されている舞

踊の一代 目の芸能保有者1(人 間国宝)は, 券番

で教育された人々が多い2。「当時伝統的な舞踊や

音楽を習うところは券番しかなかった」3「舞踊や

音楽の名人が多 く, 伝統的な ものが一通 り習え

た」4と, その時代を生 きた伝統舞踊家は語ってい

る。

券番 とは, 植民地時代に日本から移植 された制

度の一つで, 朝鮮時代か ら存続 した妓生5を主な

対象にしたものである。券番がたとえ植民地政策

により作 られたとは言え, また, 当時の妓生がお

座敷での歌舞音曲で生計 を立てていたとは言え, 

券番を通じて伝承された舞踊が, 上述 した韓国伝

統舞踊の継承に, 大きく関わっていたのは確かで

ある。しかし, 数多 くの伝統舞踊家が券番 と深 く

関わっているにもかかわらず, 券番そのものは, 

近年まで殆ど研究されてこなかった。その理由と

して, 朝鮮が日本統治下に置かれていた影響 もあ

り, 自国の手による資料保存や研究が殆んどな く, 

また, 当時妓生に抱いた卑 しいイメージは近年ま

で続いていたため, 生存する妓生 も自分が妓生で

あったことを隠す人が多 く, 妓生に対する質問調

査はタブー視 されていたことが挙げられる。この

ように, 券番研究は, わずかの断片的史料や券番

出身者の証言に頼るしかな く, 今後 新 しい史料

が見つかるたびに書き直される可能性 も高い。し

かしまた, 生存している券番出身者が少なくなっ

ているため, 研究の進展はかな り制約されている

のが現状でもある。

そこで, 日本の券番 (見番 ・検番) はどのよう

に移植され定着 したのか, 妓生教育はどのような

内容であったのか, どのような舞踊が教えられて

いたのか, を取 り上げる必要があると考え, 本研

究に取 り組むものである。

1-2 先行研究の検証

 近年に入って, 妓生は文化及び芸術的価値が再

認識され始め, 舞踊学を始め音楽学, 女性学, 文

学, 植民地文化 といった視点か ら, 研究は大きく

進展 を見せている。その中で, 券番の成立過程 と

券番の芸能教育(舞 踊)に 関する研究を中心に先

行研究を検証する。

 これまで, 妓生を植民地時代の公娼制度に含め

論議した孫禎睦, 山下英愛, 宋連玉, 藤永壮の研

究6では, 公娼制度の導入過程 と娼妓の買春関連

の議論が中心になっているが, 妓生制度に関連す

る先駆的研究 として, 後の妓生関連研究の多 くに

参考にされている。妓生制度に関する研究 として, 

宋芳松7は〈妓生団束令(1908)〉 後, 初めて組織

される〈漢城娼妓組合所(1909-1912)〉 を取 り上

げ, 設立経緯を明 らかにし, 組合員の舞踊活動を

探った。漢城娼妓組合所は主に三牌中心の娼妓組

合 として知 られていたが, 宮廷宴に参加するほど
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の技芸を持つ妓生も一部含まれていたことを明ら

かにした。権 ドヒ8は, 妓生 と娼妓が組織 として

二分化 していく過程で, 異なる文化的基盤を持つ

女性芸能集団(官 妓と三牌)の 芸術的地位はどの

ように変動 したのかを考察した。金ヨンヒは, こ

のような変遷過程で, 日本の歪曲な支配政策によ

り, 妓生の芸術的地位 は下落したとしている9。

 また権 ドヒは, 音楽学的視点から多数の論文を

発表しているが, 主に音楽(歌)に 視点を置き, 

舞踊の状況については考察 していない10。金ヨン

ヒは, 1910年代の妓生の舞踊活動, 特に創作舞踊

に焦点を当て, 近代舞踊としての妓生の一局面を

探った論文 を発表している。また券番教育の事象

を取 り上げている研究11では, 券番の重要性は浮

き彫 りにしているものの, 具体的内容の考察まで

には及ばず, また, 一箇所の券番のみを事例にし

たために, 韓国券番における全体像 を掴むまでに

は至っていない。但 し, 券番出身者の貴重な証言

を引き出していることにおいては成果があ り, 今

後の券番教育に関する研究の進展 に役立つと思わ

れる。

筆者の先行研究12では, 韓国券番の成立過程 に

おいて, 日本公娼制度と共に日本の見番 (検番)

と関連 した視点から, 妓生組合及び券番 として定

着するまでの過程を探った。また, 主要券番4箇

所 を事例に, 券番教育及び妓生の舞台活動 を探っ

たが, 券番教育 に関しては, 券番教 師が舞踊教育

とどのように関わったのかという課題が残 された。

1-3 研究目的及び研究方法

券番成立に関する動 きは, 日朝が本格的に政治

的に関わる1876年 か ら前兆がみえており, 日本の

公娼制度の移植 と関わる。朝鮮における公娼制度

は, 妓生に対 しては, 1908年 〈妓生団束令〉が適

用され, 妓生組合を組織することで具体化 される。

妓生組合は, その後1917年 か ら1942年 まで, 券番

として存続 した。植民地解放(1945)以 降, 券番

は再開したが, 1950年 を前後 に徐 々に無 くなっ

た。解放後は, 政権が変わったため, 本研究の範

囲か らは除 く。したがって, 本研究では, 券番を

植民地朝鮮の政策の一環 として捉え, 券番成立過

程の時期を,〈 妓生団束令〉が出される1908年 か

ら, 植民地政策の影響下において券番が廃止され

る1942ま でと仮定する。

そして, 券番 における妓生教育の背景として, 

券番の前身と言える妓生組合の導入か ら券番が成

立するまでの経緯を概略し, 運営組織としての券

番の役割をまとめた。これを踏まえて, 本研究で

は7箇 所の券番(「朝鮮券番(京 城)」「箕城券番(平

壌)」 「晋州券番(晋 州)」 「達城券番(大 邸)」 「光

州券番(光 州)」「昭和券番(郡 山)」「東莱券番(釜

山)」)を事例にして, 券番 における妓生教育の内

容 と舞踊教育について探ることを目的 とする13。

研究方法は, 券番成立期に書かれた第一次史料

(外務省史料, 警察史料, 当時の新聞資料)14及び

舞踊史, 音楽史, 文化史, 女性史などの文献資料

を用いる。そして, 券番に関連した伝統舞踊家と

の面接調査資料15をもとに考察 をする。本論文の

意義は, これまでの先行研究ではなされていない

7箇 所の券番を取 り上げて, 券番における妓生教

育の実態に迫ろうとしたことと, 券番妓生出身を

含む伝統舞踊家5人 と面接調査 をし, その言説を

もとに券番関連事情を補足 し研究を進めたことに

ある。

なお引用 した韓国語の文献 ・新聞は, 紙数に限

りがあるために原語表記を省略して筆者が翻訳 し

た日本語表記のみとし, 引用は同じく筆者が日本

語に翻訳 して引用 した。

2. 日本の券番 (見番 ・検番) の移植から韓国券

 番の定着まで

2-1 妓生組合成立の前兆

 1876年 の釜山開港以来, 日本の芸娼妓が多 く朝

鮮 に渡ったことはよく知 られている16。1890年代

初めから, 九州地方は密航婦が数多 く朝鮮に渡 り

はじめ地域問題となり, 日本の芸娼妓が朝鮮各地

へ渡ったという事実を裏付ける多数の記事が発見

できた。そして, 初期に渡韓した芸妓の主な出身

地 は, 博多, 長崎, 門司, 熊本 など, 福岡の近

辺 に集中していたと推察する17。これ らの動 きは, 

日清戦争(1894-1895)・ 日露戦争(1904-1905)の

時期に集中してお り, 在留邦人職業別戸口調査か

ら, 1905年12月 当時, 芸妓が計969名 存在 し, 芸

妓見番 音曲師匠, 置屋, 三味線直しなど, 日本

の花街で見 られる仕組みが, 日本人居留地にすで

に形作 られていたことが分かる18。

 朝鮮 で芸娼妓の人口が増 えるにつれ, 日本政

府は1881年 から, 日本人居留地でく貸座敷営業規

則〉〈芸娼妓取締規則〉〈徽毒病院規則 〉<徽 毒

検査規則〉を制定 し, 49回 の規則及び改定が重ね

られつつ, 1906-1910年 にかけて12箇 所の 日本人

居留地で実施 されていった19。主な内容は, 営業

区域の指定, 許可証携帯, 定期的健康診断及び診

断書提出, 警察許可無 しには営業・外出・外泊禁止, 

客の名簿提出, 芸妓の組合加入義務などであった。

2-2 妓生組合導入の経緯

 その頃の韓国妓生の状況をみると, 1894年 中央

官制の改革により, 国家行事や音楽機関の規模は

益々縮小 され, 宮廷業務に必要な最低限に制限さ

れた。また, 身分制度の廃止で, 公私奴碑を含め, 

男社堂, 広大といった芸能集団と妓生は, 賎民 と

いう身分から解放されることになった20。身分廃

止後, 妓生を管理する対策はなされず, 空白期が
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14年 間続 く中, 一牌, 二牌, 三牌, 色酒家, 酌婦,

花郎遊女 といった名称が 目立つようになった21。

これは, 一種の芸を売る類 と売春の類の境界が曖

昧になっていたことと, この時期の妓生のカテゴ

リは流動的であったことを示唆する。国の管轄か

ら放出された妓生は, 妓房営業で生計を立ててい

たのであろう。また, 官妓出身や新たに妓生業を

始めた者は, 仕事の場を求めて京城に集まり, 一

部は民間興行団体に入る場合 もあった。わずかに

残っていた宮廷の官妓22も, 1908年 を境にすべて

無 くなった。

統監部が設置された1905年 から本格的に日本の

保護国になった朝鮮は, 警視庁令第5号<妓 生

団束令 (1908. 9. 25)〉 と補則のく妓生に関する諭

告条項 (1908. 10. 2)〉<妓 生及び娼妓団束令施行

心得 警視庁訓令第41号(1908. 10. 6)〉 をもって, 

朝鮮の花柳界が新たに整備され始めた。この規則

は, 警視庁か らの認可(但 し妓夫がいる場合 は不

認可), 妓生の年齢(日 本より3才 低い15才 以上), 

花代の時給制(客 が便利に利用するため1時 間80

銭以下), 健康診断(性 病), 警察署提出用の妓名

簿の様式(住 所, 生年月日, 父母の連署, 夫の有無, 

従来妓生稼業の有無, 加入する組合名, 遊芸師匠

の名前と住所など), 住所変更届及び廃業届といっ

た項 目であった23。つまり, すべての妓生は警視

庁の取締 りの下, 妓生許可制 と一定の組合に加入

するという新たな環境で生 きることとなった。こ

れは, すでに朝鮮国内すなわち日本人居留地の芸

者及び娼妓を対象に実施 していた公娼制度を基盤

として制定されたことは明らかである24。

 組合加入の義務により, 1909年`漢 城娼妓組合'

を始め, 券番の前身と言える妓生組合が各地に設

立されていったが25, この時期(1909-1912)の 妓

生組合は, 制度の急変により, 状況を把握できて

いない妓生 らが, 生計のために強制的に組合 とい

う組織に加入 し, 妓生 と娼妓 とが混合 した形態の

組合であった可能性が高いと推察する26。やがて

1913年 か ら, 自らの意思で娼妓 と区分された 「茶

洞妓生組合(1913)」 「廣橋妓生組合(1913)」 「新

彰妓生組合(1916)」27が 設立され, 地方妓生組合

(9箇 所以上)の 見本 となった28。なお, 妓生組

合のあ り方は, 日本の芸妓組合 と同様であった29

と見受けられる。

2.3 券番の定着

その後, 1916年 警務総監部令第3号 〈芸妓酌婦

置屋営業取締規則〉をきっかけに, 日本人居留地

での規則 と朝鮮妓生に対する規則は一本化された。

「廣橋妓生組合では, 規定 と制度を直 し内地芸妓

の規定を模倣 し, 一般顧客の好評 を図る」30とい

うように, 券番へ と変える準備をし, 組合の設立

当時 と同様に, 警視庁は妓生を集め取締規則に関

して十分に説明をした31。

翌1917年, 茶洞妓生組合の南部出身妓生が独立

して立てた, 漢南券番32の正式な認可で,「券番」

組織へ と変わ りはじめ, 京城内は1918年33, 地方

は1925年34前後に, 券番 として定着したとみられ

る。さらに, 1927年 からは株式会社 としての券番

登録35が多 くみられたが, 妓生組合, 券番 株式

会社 としての券番の違いは, まだ明らかにされて

いない。京城には漢南券番, 大正券番, 漢城券番, 

京和券番, 京華券番, 大同券番, 朝鮮券番, 鐘路

券番の8箇 所36の券番があ り, 地方の場合は少な

くとも35箇所以上37が存在 したと推測 される。そ

して, 太平洋戦争を迎え, 1942年 当時 京城の3

箇所の券番は, 三和券番 一箇所に強制統合された。

まもな く戦時のため自粛が要求され, 全ての料亭

は一般飲食店に変わり, 券番は公式的に廃止を迎

えた38。

その後, 1945年, 植民地解放後, 料亭は再 び

営業を始め, 京城は4箇 所39の券番が再開した。

券番の教育機能は解放後 もしばらく継続 したと

み られる40。やがて 「業態婦解放令 (全10条)」

(1948. 12. 10) で飲食関係の女性従業員は再整備さ

れ, 妓生及び券番は完全に廃止されるに至 った41。

翌年, 伝統芸能と妓生の技芸低下を懸念 し, 新た

な養成所の必要性が浮かび上がってきて42, 後に

「大韓国楽院」 をは じめ全国各地に多数の国楽院

が設けられた。妓生が身につけていた芸能は国楽

院に多 く吸収 され, それらの芸能は今 日まで継承

されることとなった。妓生の一部は, 私設講習所

を立ち上げ生計を立てた場合 もあったが, 家庭に

入ってしまう場合 も多かったという43。

当時の朝鮮 には, 日本見番 も存在44してお り, 

両国の券番は官が主管する会で, 同時に参加 し舞

踊を披露することも多かった45。一つ注目したい

のは, 日本では 「見番」「検番」「券番」46と地域

ごとに用字が異なるが, 朝鮮では日朝 ともに 「券

番」として統一されていたこと, 日本では九州の

み 「券番」を使っていること, そして渡朝 した初

期の芸娼妓は九州地域が多かったことは, 朝鮮で

「券番」 として定着 したルーツを明確 にする手が

か りになると期待 される。

3. 券番の運営組織と妓生教育

3-1 券番の運営組織

券番は, 午後4時 ごろから営業が始まる。まず

数台の電話で予約を受け付け, 妓生の自宅から予

約先の料亭まで送迎 を手配する。壁には妓生の名

札がず らりと掛けられ, 営業中の妓生は名札 を裏

返 して示した。指名が重なる妓生は, なるべ く多

くの料亭を回るよう一日の時間を調節することも

券番事務の大事な仕事であったという47。妓生の

花代 (料金) は時給で計算 されたが, 料亭は直接
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券番に伝票 を送り, 月1-2回 にまとめて決算した。

また, 妓生への支払いは, 3-4割 の手数料 を引

いた後 券番がまとめて手渡すのが一般的であっ

た48。

妓生が営業するには, 組合加入 と妓生認可証が

必修条件である。一般的に妓生認可証を獲得する

ためには, 所属の券番を通 して, 警察関係者の立

会いの下, 一定の妓生試験を受けた後 認可が下

りた。券番は妓生になるための緒準備や所属妓生

の管理, 管轄警察署に券番運営の事務報 告49も欠

かせなかった。

日本の花街は, 見番, 芸妓, そして複数の芸妓

を抱える置屋で構成されている。これまでの文献

や筆者 の面接調査か らは, 朝鮮に置屋 と同様 な

性質 を持つ組織 はなか ったと考察された。ただ

し, 警察の統計記録 (1916-1942) では, 朝鮮側

にも置屋数が記されているが50, このことは一部

の妓生に妓夫がいたことに関係 してお り, 有夫妓

の世帯を置屋 と数えたのではないかと推測してい

る51。

3-2 妓生の教育と芸事

「妓生になる」ことに関わった券番は, 付設の

学習施設を設け, 妓生養成 としての教育と既に妓

生となっている者の技芸の更なる上達を図った。

妓生の質は, 券番の経営にも繋がったので, 券番

は妓生教育を大事にしていたと考えられる。別称

「妓生養成学校」は,「正式の学校組織となし教職

雇い普通学校程度の教授をなし立派なキーサンを

養成 した」52とされた。妓生養成学校の全体像を7

箇所の券番を事例にまとめた。(〈 表1〉参 照)

入学可能な年齢 は8-20歳 まで とされるが, 実

際は13-15歳程度の年頃から始 まる;場合が多 く, 
一定の入学金と授業料を要 し, 親の許可も必要と

された。授業年限は3-5年 が一般的で53, 日曜

日を除いて週6日 登校 し, 長期休みはなかった。

授業は午前9-10時 から午後4-5時 まで (土は午

前のみ)行 われ, 学年ごとのカリキュラムや時間

割(平 壌箕城券番)が 決まっている場合もあった。

教師は, 学監及び芸能教師を含む数人の教員が常

住してお り, 各地か ら著名な師匠を招いて学習す

る場合が多かった。また, 各学年への進級及び卒

業には試験を要し, 特に卒業の際は, 各科目の教

師及び警察関係者の立会いの下, 審査が行われた。

その審査結果は, 妓生認定証付与につながる重要

な判断基準になったとみなされる。以上のような

教育課程は, 主に妓生になるまでの教育課程であ

り, 妓生営業の認可を得たものは, 券番教育には

比較的に自由に参加したと見 られる。意欲のある

ものは, 個人的に師匠を招いて習うなどで, 芸能

の上達を図ったという。

その他, 賞罰や風紀に関する規則も細部まで定

めていた。朝鮮券番では毎月全組合員が参加する

「朔会」で, 座敷での問題点や注意事項を話 し合い, 

遵守すべ き諸事項を決め, 年に一度成績がいい妓

生を表彰 した。昭和券番の〈朔会〉では, 風紀問

題の啓蒙 と技芸の実力を評価する名目で警察関係

者が参加 し, 教育課程が終わる最終的な試験では, 

警察関係者の前で試験を受けたという54。

以上のようなシステムを作 るに当た り, 日本見

番が どの程度模範されたのかは, まだ明 らかにさ

れていない。一方, 日本の場合, 「芸娼妓解放令

(1872)」 後, 帰る家 と生計能力がない芸娼妓の更

生を図る施策として, 政府は遊廓や花町に婦女職

工引立会社(1873)を 設けさせた。これは, 学校

システムになってお り, 料理 縫製 生花, 琴

三味線 舞踊などの教養科 目と, 養蜂, 機織 製

茶などの生計技術を指導した。後 女紅場(1874)

と名称が変わり, 京都では, 祇園女紅場, 八坂女

紅場, 美磨女紅場などが続々と設立され, 福岡に

も, 博多柳町翠系学校, 小倉町旭学校, 門司馬場

新地女紅場など, 芸娼妓を教育する機関ができて
いた55。現在, 京都祇園甲部の 「八坂女紅場学園」

が芸妓教育の学校 として名を残 していることから

も分かるように, 女紅場制度は, 徐 々に技術的な

科目はなくなり, 芸妓の芸事を中心とする教育機

関になったと思われる。券番教育システムのモデ

ルとして, 今後の課題にしたい。

4. 券番における妓生教育の内容

4-1 朝鮮時代の妓生教育

券番成立以前, 朝鮮時代の妓生はどういうもの

であったのか。券番の妓生教育の理解のため, 朝

鮮時代の妓生 と妓生教育を概略する。

 朝鮮時代の妓生は, 宮廷及び地方官庁の女楽の

ため, 制度 として設けられていた。妓生は, 公奴

碑か ら選び, 世襲された。15歳 になると, 官の資

産目録の一つ 妓 籍 に載せ られ, 妓籍から抜け

られる50才 までの問は, 女楽を担当する職役 を果

たした。妓生は宮廷に属する京妓 と, 地方官庁に

属する地方官妓に分けられるが, 京妓は地方官妓

から選ぶ場合が多かった56。

 京妓は, 宮廷音楽機関である 「慣習都監(後 に

掌楽院)」 で, 真冬 と真夏を除 く6ヶ 月間 (2-4

月, 8-10月: 旧暦), 一 日おきに, 呈才(宮 廷舞踊)

を始め, 専攻 となる楽器1種 類以上, 歌曲を共通

的に学び57, 地方官妓は, 地方庁に設置された`教

坊' に入 り諸教育 を受けた。教坊に関する史料は

殆ど残されていないが, 晋州教坊に伝わる 『教坊

歌謡』58から, 教坊の妓生教育の内容 を垣間見る

ことができる。歌の種類は, 歌曲, 時調, 歌詞 と

パンソリ6演 目があり, 舞踊は14演 目が記 されて

いる。舞踊の11演 目は宮廷舞踊と同じ演 目で, 3

演目は晋州教坊固有の演目である。教坊 に伝わる
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宮廷舞踊は, 宮廷で行われるものとは多少異なる

ため, 今 日, これ らを教坊舞踊 と分類する。1623

年からは, 宮廷 の京妓が廃止 され59, 女楽が必要

な時のみ, 臨時に地方官妓か ら調達した。選ばれ

た '選上妓' は, 掌楽院で上演する演 目を中心に

さらに教育を受け, 任務を終えると地方官庁に戻

された。 この際, 多数の宮廷舞踊が地方教坊へ伝

播されたとみなされる。
一方, 妓生は, 公奴碑という身分のため 「生活

は保障されず」60, 官の認めた上で, 経済的に自

立する必要があった。そのため, 行事や一定の教

育期間を除いては,「妓房」 という料理屋を経営

し生計を立てていた61。妓生が相手にする主な客

は高級官僚であり, 妓生は, 歌舞音曲などでもて

なし, また上流階級の相手に相応 しい言葉使いや

礼儀作法, 漢詩, 漢文, 書画などの教養 も同時に

教育されたのである。妓生の詩文は今 日まで多数

残 され, 女性文学の一部 として評価されている。

また, 妓房は, 宮廷舞踊や地方教坊での舞踊 と異

なる, 狭い座敷で可能な妓房舞踊を形成 した。

 以上のように, 宮廷女楽のために設けられた朝

鮮時代の妓生は, 宮廷の掌楽院と地方の教坊で歌

舞音曲を習い, 官のために職役 を果た した。また,

生計のためである妓房では, 座敷の妓房舞踊を形

成 し, 一番卑 しい階級であ りながらも, 高い教養

を持って上流階級の男性をもてなしたのである。

では, 妓生が担った宮廷舞踊や教坊 舞踊, そし

て妓房舞踊は, 券番の妓生教育にどう関わってく

るのかについて次に見ていく。

4-2 券番における妓生教育の内容

妓生教育の内容 は,「朝鮮券番(京 城)」 「箕城

券番(平 壌)」 「晋州券番(晋 州)」 「達城券番(大

邸)」 「光州券番(光 州)」 「昭和券番(郡 山)」「東

莱券番(釜 山)」 の7箇 所 を事例にみる。妓生教

育の内容においては, 筆者が行った券番関係者(券

番妓生出身を含む伝統舞踊家5人)と の面接調査

資料 と, 文献にみられる券番出身妓生(伝 統舞踊

家 ・伝統音楽家)の 言説を集めた結果, <表1>

のようにまとめられた。また, その内容は, 学習

課程, 券番教師, 教育内容(舞 踊/歌/楽 器/教養)

に分けることができた。

学習課程においては, 妓生の資格 を取 るために

必要な教育期間は約3-5年 とし, 実力 により学

習期間は異なった。平壌箕城券番62は, 学年別学

習内容や時間割を詳細に決めており, 定員60名 は

全課程において共通に学んだと推察できる。晋州

券番は, 歌 と楽器は特技別に分けて学習 し, 舞踊

は共通であつた。光州券番は, 時調(歌)/ソ リ(歌)

/楽器/舞 踊の4つ に専攻を分けて学習 した。東莱

券番は, 必修科 目としてパンソリ(歌)を 重視 し

てお り, その5演 目の基礎が終わると, 習いたい

科 目を自分で選択 し, それぞれのクラスで学んだ。

昭和券番も, 専攻別に教育されたという。以上の

ように, 学習方法は, 券番ごとに異なっているが, 

各券番が重視する内容が見受けられた。

教育 内容は, 舞踊 (宮廷舞踊, 民俗舞踊) と音

楽(歌 曲, 時調, 雑歌, 民謡/弦楽器, 打楽器), 

教養(漢 文, 書画, 礼儀作法, 算術, 日本語 と朝

鮮語の読み書き), 一部では日本舞踊, 日本の歌

社交ダンス, レヴューダンスといったものも教育

された。詳しくは4-3, 4-4, 4-5で 述べる。

 券番教師 は, 専攻別の4-5人の教師が常住 し, 演

目ごとに優秀な教師を招いて教育を行った。〈表

1〉 では, 各券番にいた教師を, 知り得る範囲で, 

教師の出身 ・演目を加えた。詳しくは4-6で 述
べる。

4-3 舞踊教育

舞踊63の教育においては, 券番 ごとに演 目の数

と種類は多少異なるが, 宮廷舞踊 (2-10種 類以上)

と民俗舞踊(3-10種 類以上)が 学習 されていた。

演 目と地域の関係では, 京城の朝鮮券番, 平壌箕

城券番, 晋州券番, 達城券番のように, 朝鮮時代

から宮廷及び教坊があった地域は, 従来から伝承

された宮廷舞踊の演目が多 く, そうでない地域は

宮廷舞踊より民俗舞踊の比重が多い傾向がみられ

た。

宮廷舞踊の演 目については, 王の偉業を表す朝

鮮初期のものより, 朝鮮中期以降に多 く創作され

た鳥や花 といった自然美の優雅さを表現するもの

やゲーム要素が入ったもの, 長寿 を祝うという内

〈写真1〉「 慈慶殿進饅圖(1829国 立中央博:物館

 所蔵)」: 宮廷舞踊 (金鐘沫2001よ り)
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容の演 目が多 く, 少人数で構成されたものが多い

のが特徴と言える。朝鮮券番では,「宮廷舞踊の

演 目に含まれる歌の一部分が略されるか, 踊 りの

部分においても, 長いものや複雑な部分は一部簡

略する場合 も多か った」64という。ただし, 演出

上の修正であったのか, 簡略化 した宮廷舞踊を教

育 したのかは, 確かではない0以 上から, 客層(王

家及び高級官僚か ら一般人)の 変化, 場所(宮 廷

から料亭 ・劇場へ)の 変化により, 演 じる時間や

場所, 内容, 小道具, 衣装などを考慮 し, 演 目を

選んで教育 し, 一部修正 ・演出も加わった と推察

す る。中でも,《 剣舞》はすべての券番で教えら

れてお り,《 舞鼓》《船遊楽》《抱毬楽》などは,

比較的に多 く教育されていた。これらは, 地方教

坊に伝わる宮廷舞踊で, 演目名は同様でも多少異

なる特徴を持っている。つまり, 地方教坊の主要

演 目は, 券番の主要科目として継承されたと言え

る。

 民俗舞踊においては,《 僧舞》《双僧舞》《長

杉舞》といった《僧舞》類,《 南中俗舞》《サル

プリ》《 ドサルプリ》といったサルプリチュム類, 

《太鼓舞》《杖鼓舞》《小鼓舞》といった小型の

打楽器 を小道具に した舞踊,《 立舞》《クッコ

リ》《男舞》《閑良舞》《花舞》《花冠舞》《梵

舞》《チンセチュム》などがあった。 《立舞 》

《クッコリ》《男舞》《閑良舞》《杖鼓舞》は, 

従来の妓房舞踊に淵源を持つ65。《僧舞》類,《 サ
ルプリチュム》類,《 太鼓舞》《梵舞》《チンセ

チュム》などは, 神庁出身66による巫俗的芸能 に

淵源を持ってお り,《 花舞》《花冠舞》は宮廷舞

踊形式の創作舞踊などである。

そして, 朝鮮券番 と平壌箕城券番では, 社交 ダ

ンスやレヴューダンス, 日本舞踊が学習された。

「社交ダンスは別の授業料を出して習った」67とし,
一部が教育を受けていた。新文化に敏感な京城 と, 

観光地として有名な平壌地域で, 客層を意識 して

設けたものであったと思われる。また, 日本舞踊

及び三味線, 日本歌などは, 券番廃止とともに無

くなり, 韓国伝統舞踊に吸収することは無かった

と考えられる。

以上のことか ら, 券番で教育された舞踊の内容

は, 宮廷舞踊, 地方の教坊舞踊, 妓房舞踊 といっ

た従来の妓生が引き継いだ舞踊が多 く, 巫俗的

性向の舞踊も多 く取 り入れ られたと考察 された68。

特に, 全ての券番で共通的に教育された演 目《剣

舞》《サルプリチュム》《僧舞》は, 今日, 重要

無形文化財に,《 クッコリ》《閑良舞》《舞鼓》

《拗毬楽》なども各地方無形文化財に指定されて

お り, その他の演目も代表的な韓国伝統舞踊とし

て定着していることが明らかである。

4-4 音楽教育

音楽教育は, 大きく歌と楽器に分けられる。歌

の科 目では, 歌曲, 歌詞, 時調から, 雑歌やパ ン

ソリ, 民謡などが共通的に学習された69。さらに, 
一部(朝 鮮券番, 平壌箕城券番, 東莱券番)で は, 

日本の歌 も学習されており, 特に平壌箕城券番で

は, 3学 年は週5日 も 「日本歌」が組み込まれて

いた。

宮廷音楽人出身の教師が多数いた朝鮮券番, 地

方教坊がいた地域(平 壌箕城券番, 晋州券番, 大

邸達城券番)は, 高尚とされる歌曲や時調の指導

にかなりの力 を注いでおり, そうでない券番は(郡

山券番, 東莱券番, 光州券番)は パ ンソリや雑歌, 

民謡が多 く学習された。

楽器は琴, 玄琴 楊琴, アゼンといった弦楽器

(1-4種 類)と, 一部 (朝鮮券番, 平壌箕城券

番, 東莱券番)で は日本の歌 とともに三味線 も学

習された。その他に, 杖鼓, 太鼓 といった打楽器

は, 歌や舞踊の伴奏 としてよく使われるため, 一

科目としては分類 されなくても音楽授業中に自然

と学習できたという。全体的には, 楽器は2-3

種類の弦楽器が中心で, 打楽器の杖鼓, 太鼓が基

本的に教育されたとみ られる。

〈写真2〉 平壌箕城券番:《 剣舞》

(川村湊2001 p158よ り)

<写 真3> 平壌箕城券番: 音楽授業の風景

(田辺尚雄1970 p77よ り)
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4-5 教養教育

券番は, 舞踊, 音楽以外でも, 妓生の品のある

立ち居振る舞いを身につけるため, 挨拶の仕方, 

座 り方, 話 し方 といった礼儀作法の教育を始め, 

書画や漢文, 習字, そして, 日本語, 朝鮮語の読

み書きなど, 教養を高める共通科 目が組み込まれ

ていた。朝鮮の券番では, 日本の見番で学習され

る茶道や生花のようなものは取 り入れられず, 従

来の妓生が重視 した漢文や書画を中心 としていた。

朝鮮時代の妓房か ら料亭へ と変わり, 手当は時給

で計算 されたとしても, 妓生が相手にするのは一

部の高位層に限ったのであ り, 妓生としての品位

を保つ教育は, 時代が変わった券番においても重

要視 されたと言える。
一つ気になる点は, 多数の研究者が平壌箕城券

番の 「修身」 を礼儀作法として捉えている。 しか

し, 1880年(明 治13年)以 降日本の学校教育にお

いて重視 され, 第2次 大戦後廃止 された「修身」70

と同様の科 目名であることから, 忠誠心酒養など

徳目教育的視点で再考をする必要があると考える。

4-6 妓生教育を担当した教師

 <表1>で 示 した7箇 所の券番教師を, 券番教

師以前の身分別に分けてみると, 音楽教師におい

ては, 宮廷音楽人, 風流家(中 人階級 ・平民階級), 

広大出身で構成されていたが, 舞踊においては, 

宮廷音楽人出身者, 官妓 ・券番妓生出身者, 神庁

出身者であった。

 宮廷音楽人出身は, 李王職雅楽部の規模が小 さ

くなるにつれ, 券番教師になる人 も多かったと推

察する。朝鮮券番には李王職雅楽部出身(5人)

がおり, 学監である河圭一は正歌の他, 宮廷舞踊

にも詳しかった。よって, 朝鮮券番の教育は, 宮

廷舞踊が多 く教育されたのである。多 くの券番で

官妓出身の教師がいたが, 教房舞踊(宮 廷舞踊 を

含む), 妓房舞踊などは, 官妓すなわち朝鮮時代

の妓生が, 直接教育 したのである。官妓出身教師

がいない券番でも, 券番出身妓生が教師としてい

て, 同様な演 目を教えた。特に, 教坊があった地

域には, 官妓出身, 券番出身妓生が多 くいたこと

で, 比較的教坊舞踊, 妓房舞踊が充実に教育 され

たとみ られる。

 神庁出身の教師は巫俗に関連する音楽や舞踊に

詳 しく, 宮廷舞踊, 教坊舞踊, 妓房舞踊以外の巫俗・

民俗的要素を取 り入れた舞踊は, 神庁出身の技芸

か ら生み出されたものが多かった と考えられる71。

有名な教師として, 朝鮮券番の韓成俊72, 光州券

番の李大酢73, 水原券番の李東安74を挙げること

ができる。しかし, 舞踊の名人にもかかわらず,「舞

踊」で自ら舞台に立つことは少なく, 保有 した舞

踊の多 くは, 妓生に伝授 されることが多かった。

以前, 職業芸人集団であった神庁出身者は, 券番

ができてからは, 舞踊教育における主要教師 とし

ての地位 を固めた。

以上で取 り上げたように, 出身の異なる教師が

券番教師になったことで, 券番の妓生は, 高尚な

ものから大衆が楽しむものまでの舞踊教育を受け

ることができ, また, 抱える出身別教師の特技に

よって, 各券番が重視する演 目に繋がったと考察

できる。さらに, これまで, 券番で教育を受けた

妓生は, どの券番で, どの先生から, 学習したか

をまとめた結果はく図1>の ようにな り, 教師か

ら弟子への系譜が明 らかとなった。券番の教師が

特技としていた演目は, 券番ごとに伝えられるこ

とになり, 特徴を持つ演目として定着 したと推察

できる。また, 教師は, 一箇所の券番に定着せず

に, 近い地域であれば 複数の券番 を掛け持つ場

合 もあったとみられる。妓生の場合, 妓生になる

ための学習期間には移動は見られないが, 一定期

間(3-5年)修 了した後は, 良い教師を求めたり, 

また活躍したい地域へと移動 したりすることも可

能であった75。

5. 結論

各券番における妓生教育の内容をみてきた結果, 

舞踊教育に関しては次のような結論を得た。

第1に, 宮廷舞踊系2-10演 目 (地方教房2-4

演 目を含む), 妓房舞踊 (4演 目), 小型打楽器を

小道具にした民俗舞踊 (1-3演 目), そして巫俗

に淵源 を持つ民俗舞踊 (1-6演 目) が3-5年

間の基礎内容 として教育 されていたこと, 第2に, 

その多 くは朝鮮時代の妓生が演 じた演目で, 神庁

出身の舞踊 も多数含んでいたこと, 第3に, 券番

ごとに演目の数 と種類は異なるが, 京城と教房が

あった地域の券番は, 宮廷舞踊の演 目に比重を置

き, そうでない地域の券番は, 妓房舞踊と民俗舞

踊が多い傾向がみられたこと, 第4に, 券番で舞

踊を教えた教師は, 宮廷音楽人出身者, 官妓出身

者及び券番妓生出身者, 神庁出身者で構成されて

〈写真4〉 平壌箕城券番: 絵を描いている妓生

(川村湊2001 p158よ り)
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いたことである。さらに, 第5に, この時期に教

えられた舞踊は, 券番教育に他の系列の舞踊も吸

収されることによって, 妓生による舞踊が圧倒的

に多 くなった, 第6に, 教師が特技 とする演目は, 

各券番の妓生教育により伝授 され, 特徴 を持つ演

目として定着していったと推察 された。

 今後 李王職雅楽部による宮廷舞踊伝承状況や

流浪芸人集団の芸能 と神庁出身者の芸能の関係, 

今 日に定着するまでの各演 目の様式面における検

証 券番教育を受けた妓生がお座敷や舞台劇場で

どのような舞踊活動をしたのかなどを探 りながら, 

研究を継続していきたいと考えている。

1 1962年 文化財保護法 が制定 され, 現在, 舞踊部 門は, 

 重要無形文化財(国 家指定)の7演 目《晋州剣舞(第

 12号)》 《勝戦 舞(第21号)》 《僧 舞(27号)》 《処

 容舞(第39号)》 《鶴 蓮花台合設(第40号)》 《太平

 舞(第92号)》 《サル プリチ ャム(97号)》 と, 地方

 無形 文化 財(市 ・都 指 定)13演 目が指 定 され て い

 る。指定演 目の保 有者 は '〇〇芸能保有者' と称す る。

 (李長烈2005『 韓 国無形 文化 財政策』 関東 出版p290, 

 p305, ソウル) 本 論文で は, 芸能 とは舞踊や音楽 と 
捉え, 特 に優 れた芸能の部分 を表す際'伝 統舞踊家 '伝統音 楽家 と表記す る

。
2《 晋州剣舞 》芸 能保有者の金寿岳(1918 一)は晋州券

 番, 《太平舞(第92号)》 芸能保 有者 の姜善泳(1925一)

 は漢城券番,《 僧舞(第27号)》 《サルプ リチ ュム

 (第97号)》 芸能保有者 の李梅芳(1927一)は 光州券番

 木浦券番で教育 を受 けた とい う。無形 文化 財指定以

 外 の伝統舞踊家 を入 れる とその数 はもっと増 える。
3 2002面 接 調査: 李梅芳

。男性で あ りなが らも, 券番

 で舞 踊を習った。
4 2001面 接調査: 崔喜 善

。伝統 舞踊 に興 味が あっ て, 

 女学校 を通い なが ら, 券番 で舞踊 と音楽 を習 った と

 い う。 ごく一部で はあるが, 妓生 を 目的 としない一

 般人 も券番 で習 うことがあ った。
5朝 鮮 王朝(1392 -1910)は, 政治の秩 序 をもた らす基

 準 として'礼'と'楽 を重ん じ, 儀式 や宴会では, 

 式の手順 ごとに音楽 と舞踊 が伴 った。君 臣や外 国使

 臣な どが参加す る外 宴では, 男性 楽工 と舞童(少 年)

 に よる男楽で, 王や王 室の女性が軸 になる内宴では, 

 基本 的に男性楽工が入 れず, 妓女(妓 生)で 構成 さ

 れた女楽で行われ た。 この'女 楽'を 担 うのが妓 生

 であ り, 妓 生制度 を設 けた第一の 目的であった。そ

 の他, 一部地方官庁 では, 外 国使臣 の接待 や地方 官

 吏を慰安す る特殊 目的 もあった。拙稿2003pp 11-12
6 孫禎 睦1988「 日帝下 の売春 業一公娼 と私 娼」 『都市 行

 政 研究 』第3輯, ソウル市 立大 学, pp285-360, ソ

 ウ ル; 山下 英 愛1997「 植 民 地 支 配 と公 娼 制 度 の

 展 開」 『社 会 と歴史 』 通巻51号, 韓 国社 会 史学会, 

 pp143-181, ソウル;宋 連玉1994「 日本の植民地支 配

 と国家的管 理売春-朝 鮮 の公娼 を中心 に」 『朝鮮 史

 研究会論文集』 第32集, 緑蔭書房, pp37-87, 東京;

 同1997『 日帝植民 地化 と公娼制 導入』 ソウル大学修

 士論 文, pp1-65;藤 永壮2004「 植民地朝鮮 にお ける

 公娼 制度 の確 立過程 一1910年 代 の ソウル を中心 に」

 『二十世紀研究』第5号, pp13-36。
7宋 芳松2003a「 漢城妓 生組合所 の芸術 社会史的照 明」

 『韓 国学報 』通巻113号, 一知 社, pp2-55, ソウル;

 同2003b「 大韓帝 国時節 の進 宴 と官妓 た ちの呈才公

 演」『韓国舞踊史学会論文集』第1集, 韓 国舞踊史学会, 

 pp101-144, ソウル。
8権 ドヒ2006「20世 紀 官妓 と三牌 」 『女性 文学 研 究』

 第16号, 韓国女性文学学会, pp81-118, ソウル。9 
金 ヨンヒ2007「 日帝強 占初期 の妓生制度 に関する研

 究 一 日帝の歪 曲過程 を中心 に」 『韓 国舞踊 史学』 第

 7集, 韓 国舞 踊史 学会, pp115-149: 同2004「 日帝 強

 占期初妓生 の創作 チ ュムに関す る研究-1910年 代 を

 中心 に」 『韓国音楽史学報』 第33集 韓 国音楽史学会, 

 pp197-233, ソ ウル。そ の他, 主 に当時 の新 聞資料

 を用 い, 妓生文化全 般の動 向を紹介 した書籍 も出 し

 てい る。(同2006『 開花期 大衆芸術 の花 一妓 生』民

 俗苑, ソウル)
10 権 ドヒ2001「20世 紀妓 生 の音楽社 会 的研究 」 『韓 国

 音楽研究』 第29集 韓 国国楽 学会, pp319-343で は, 

 音 楽集団 と レパ トリーの分化 を通 して, 伝統音楽 の

 変動 を探 ったが, 妓 生組合所 や妓生組 合, 券番の変

 わ り目の年度 間違 いが ある。 同:2000「 電気録音以

 前 の妓 生 と音 盤産 業」 『韓 国音 盤学』 第1o号, 韓 国

 古音 楽研 究会, pp593-607, ソウル, な どがある。
11 李正女1989「 券番 のチ ュムに関す る研究-晋州券番 を

 中心 に」 第7集, 韓 国舞 踊研 究会, pp162-182, ソ

 ウ ル;文 現相 ・金美 淑1997「 券番 が舞 踊 に与 えた影

 響ー光 州地域 を中心 に」 『大韓舞踊 学会論 文集』第20

 輯 大 韓舞踊学会, pp39-50, ソウル;秋 ジ ョンクム

 2004『 東莱券番 に関する研 究一学習内容 と公演活動 を

 中心 に』 中央大 学修 士論 文, pp1-53, ソ ウル; 孫 テ

 リ ョン2005「 達 城券番 の音 楽史学 的照 明」 『郷 土文

 化』 第20輯, 大 邸郷 土 文化研 究所, pp153-183, 大

 邸;宋 ミスク2005「 昭和券 番 の芸人張錦桃 に関す る

 研究」 『大韓舞 踊学会論 文集』 第43号, 大韓舞踊学会, 

 PP297-314, ソウル。
12 拙稿2003『 韓 国券番 の成立過程(1908 -1945)と その

 妓生養成 制度 にみ る舞踊教育 』お茶 の水女子 大学修

 士論文 。2005「 韓 国券番成立過 程の導入期 に関する

 研究-日本 の公娼制 度 との関係 を中心 に」 『人 間文化

 論叢』 第8巻 お茶の水女子 大学大学院人 間文化研

 究科。13 

妓生組合 時期 も芸能教育 は行 われたが, 本研 究では, 

 組織 と して定 着 した券番 時期 に注 目した。7箇 所 の

 事例の 中, 平 壌箕 城券番以外 の券番 は, 主 に言説 に
 基づいた ものであ り, 1930年 代後 半の事象 である。
14 (1)主要政府 関係 資料: 日本外務省 『外 務省警察史韓

 国の部1-5』, 警務 第2課(1908)『 妓 生及 び に関

 する書類綴』, 宋柄基1973『統監府法令資料集(上 ・中・

 下)』 な ど。(2)新聞 資料(収 集 件数):『 大韓 毎 日新 
報(1907-1910: 15件)』 『毎 日新 報(1911-1942: 81件)』

 『東亜 日報(1921-1946: 50件)』 『朝鮮 日報(1946-1950: 
26件)』 『ソ ウル新 聞(1948-1950: 9件)』 『大 邸時報

 (1948.9.23)』『国道新聞(1949.11.8)』 以上京城発行, 
 韓 国語。 『京城 日報(1927.12.3/1928.3.28)』 京城発行, 

 日本 語。『福 岡 日々新聞(1884.4-1925.12: 208件)』『門

 司新 聞(1893.1-1925.12:79件)』 福 岡発行。15

筆 者の 面接 調査(5人: 2001-2002実 施):(1)金 千興 

(1909-2007)生 前, 重要無形文化財 《宗廟祭礼楽(第

 1号)》 《処 容舞(第39号)》 芸能保 有者。李 王職

 雅 楽部(宮 内部)出 身, 朝鮮 券番で事務経 験があ る 
(2)李梅芳 (1927-)重 要無 形文化 財《僧舞(第27号)

 》《サ ル プリチ ュム(第97号)》 芸能保 有者, 木浦

 券 番 ・光 州券 番 で教 育受 けた(3)権名花(1934一)地

 方無 形文化財 《サ ルプ リチュ ム》芸能保 有者, 大同

 券番妓生 出身(4)崔喜 善(1931一)《 立舞 》伝 統舞踊家, 

 達城券番 で教育受 けた(5)姜男技(1942一)伝 統舞踊家

 50年 代東 莱券番で教育 を受け, しば ら く教 師 として

 活躍 した。その他, 韓 国文芸振 興院 『韓 国近現代 芸

 術 史 口述採 録』(2004金 寿岳)(2004金 千興)(2005

 李梅芳)及 び, 文献 で語 る言説 参照。
16〈 日朝修好条 規(1876.2.27)〉 に よ り, 釜 山(1876)

 元 山(1879)仁 川(1882)を 開港 し, 治外法権 海

 洋測量権 無 関税 貿易が決定 され 日本人の朝鮮進 出

 が容 易 にな った。(李 光麟1997『 韓 国 史V近 代 偏』

 一湖閣, p82, ソウル)開 港2年 後,「 当時釜 山在住
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 の 日本人 が まだ410人 の頃, 吉原遊 郭 よ り5人 の娼

 妓 が朝鮮 に渡 り, ま もな く309余 人」 に及び(鈴 木

 裕子1994『 フ ェ ミニズ ム と朝鮮』 明石 書店, p63), 
「1881年 か ら1882年 の 問に100名 以上 の 日本 の 芸・娼

 妓が釜 山に存在 した」(宋 連玉1997p7)と い う。
17『 福 岡 日々新 聞』(1891.927)(1895.327)(1904.105), 

 (1904.10.11)『 門司新 聞』(1904.9.30)な ど参照。 長
 崎丸 山芸妓, 門司芸妓, 博多芸妓, 熊本二本木 芸妓

 が 目立 つが, 他 の地域 も調べ る必要がある。
18 日本外務省 『韓国警察史(外 務省警察史韓 国の部I)』

 (1989)高 麗書 林, pp537-621, ソウル。 日本 は芸妓
 /芸 子/芸 者, 舞妓/半 玉, 置屋/屋 形, 見番/検 番/券

 番 とい うように, 地域 によって異 なる用字 を使 って
 いる。 本論文 では, 芸妓, 置屋, 見番 に統一 し, 地

 域 的の意味は含 まない。
19 宋柄基1973上: p136, 中: pp87-669, 下: pp1 -42
20 李 光麟1997 p326。 宮 廷音 楽機 関の掌 楽 院は, 1897

 年 に教坊 司(772名)に 変 わ り, 掌楽課 雅 楽隊 を

 経 て, 1913年 李王 職雅楽部(57名)に なった。宋 芳

 松2003p7-8
21 今 村 靹1914『 朝鮮 風 俗集 』斯 道館, 東 京。 李 能和

 1927『 朝 鮮 解語 花 史』(1992: 李 在毘 訳)東 文 選

 ソウル。
22 薬 房妓生68人, 尚房妓生18人 が残 ってお り, この時

 期 は, 月25円50銭 の給料 を受 けて いた。 警務 第2課

 (1908)
23 警務 第2言果 (1908)

24 孫禎 睦, 山下英愛, 宋連玉, 藤永壮の研究に詳 しい。

25 妓 生組 合 は, 漢 城 妓 生 組 合 所(『 大 韓 毎 日新 報』

 1909.4.1)と して世 間に知 らされ たが, 警視 庁警務

 第2課 〈漢 城娼妓組合 組織状況1909.8.20〉で は湛越

 壁 と して 認可 された。 地 方 では, 大 邸妓 生
 組 合(『 毎 日新 報 』1912.2.3), 平壌 妓 生 組 合(『 毎

 日新 報 』1912.3.1), 仁 川 龍 洞 妓 生組 合(『 毎 日新

 報 』1912・6・28), 開城 當 郡 妓 生 組 合(『 毎 日新 報』
 1912.10.1)が 確 認で きる。但 し, 漢城妓生組合所 に

 ついては, 研究者 によって意見が異な る点がある。
26 漢城娼妓組合員 として大阪公演 に行 った妓生達 の名

 簿 と, 宮廷進 宴記録(1901, 1902)を 照 らし合 わせ, 

 一部 は同一 の人物であ ることを明 らかに した。 これ

 は, 三牌(娼 妓)以 外 に, 優れた芸 を持 った妓 生 も

 含 まれていた可能性 が高い。宋芳松(2003a: 2-55)

 (2003b: 101-144)
27 漢城娼妓組合 の後身 である詩谷 の三牌 は, 1914年 新

 彰 組合 を結成 す るが, 1916年 妓生営業 の許可 を得た。

 『毎 日新報』(1914.2.8)(19165.16)以 降, 漢城娼妓

 組 合 とい う名称 は姿 を消す。
28「 大邸妓生組合」(『毎 日新報』19132.23),「晋州」(『毎

 日新報』1913.2.6),「 公州」(『毎 日新報』1913.8.17), 

「義州」(『毎 日新 報』1913.9.27),「 開城」(『毎 日新

 報』1913.10.5),「統榮」(『毎 日新報』1915.1.30),「全

 州」(『毎 日新報』1915.9.8)な ど。主な内容は, 茶 洞, 

 広橋 組合が設立 した内容 に沿 い, 同一 の規約 で新 し

 い妓生組合 を作 る ことと, 構成員 は里種魎
 ある ことを強調 した。 乙種 は娼妓 に当たる。
29「 妓 生 組合 の 新 しい規 則-茶 洞 と広橋 組合 を組織

 し, 規 約 を定 め二 つ と も認可 を得 た …弊 習 を直 し

 品性 を高 め営 業 の発達 を図る…内 地芸 妓組合 とほ

 ぼ同 じ方法 で営業す る ことを決め た」(『毎 日新報』

 1913.2.20)
30『 毎 日新報』(1916.225)

31『 毎 日新報』(1916.5.6)取 締規則 に関す る内容 は書

 かれていないため, 組合 との違いがわか らない。
32「 漢南妓生組合 は7月28日 警務部長か ら漢南券番 の許

 可証 をも らい…組合 妓生鄭琴竹外一人 を呼び, 券番

 設置 に関す る規則 と将来移行すべ きことを詳 しく訓

 示 した後, 許可証 を渡 した」 『毎 日新報』(1917.8.2)
33「 茶洞妓 生組合 は今 回その名前 を変更 し, 大正券番

 に名づけ営業規定 及び規則 を添付 し本町警察署 に請

 願 した」 『毎 日新報』(1917.11.9)。 「京城各妓 生組合

 では従来組合 という名 を使 って きたが, 今 はその当

 時 と違い組合の名前 も必ず 直す必要があ り, 広橋組

 合 は漢城券番 に, 新彰組合 は京和 券番に, 茶洞組合

 は大正券番 に直 し, 本 町警察署 に請願 した結果, 警

 務 部長の認可があった」『毎 日新報』(1918.127)
34 1918年 当 時, 京城4箇 所 は券 番 に, 地方11箇 所 は妓

 生組 合 として記 されて いた。 青柳 鋼 太郎1918『 朝

 鮮 美人宝鑑』京城 日報社, 京城。 地方 は1920年 代初

 期 まで券番 と妓生組合 が混在 していた。 『毎 日新報』

 (1919.1.3)『毎 日新 報』(1921.1.1)
35 中村 資 郎 『朝 鮮 銀行 会 社組 合 要録 』(1932, 1937,

 1939, 1940, 1942) 東亜経済 時報社, 京城
36 1942年 券番廃止 まで8箇 所 があったが新設と廃れ

 が続 いたた め, 主 に3-4箇 所 の券番 が同 時期 に存

 在 して いた。 一記 者1924「 京城 の 花柳 界 」『開 開』

 第48号(6月)開 開社pp85-100, 京城37 
拙稿2003p44

38「 京城 で は, 朝鮮 券番 漢城 券番 鐘:路券番 が三和

 券番 に統 合 され」『毎 日新報(1942β18)』, 地方 も 「平

 南鎮南浦 の三和 券番 は時局のた め廃 止 された」 『毎

 日新 報』 (19423.10)
39 当時, ソウル市 内では, 三和, 漢城, ソウル, 漢江で, 

 所属 妓生は800人 に及んだ。 『朝:鮮日報』(1946.3.19)
40「 妓生試 験 も実施 し解放後 慌 しか

った花柳界 を整理

 した」 『東亜 日報』(1946.3.18),「 大邸 の大 同券番 は

 2回 目の妓生試験 を実施 した」『大邸時報』(1948息23)
41 業態婦(妓 生, 女給 酌婦, ダ ンサー)の 雇用斡旋

 を禁止 した。1948年 当時 京城 は2箇 所(「漢城社」「芸

 星社 」)残 っていたが, まもな く廃 止 され(『 ソウル

 新 聞(1949.1.17)』), 地方 は50年 代 まで残 っ てい た

 とい う。2002面 接調査:姜 男技
42「 料亭廃 止, 妓生 は接客婦 へ と転 落 し ・・妓 生が な

 くなる事 を惜 しんで」(『ソ ウル新 聞(1948.12.8)』)

 お り, 保健 部 の李 甲秀次 官は,「 従 来か らの妓 生 を

 復 活す るつ も りで ・・学校 や養 成所 を作 って民族芸

 術 を保養 し, 国立劇場 な どで公演 もす る方針 である」

『国道新聞』(1949.11.8)
43 2002面 接調査: 姜男技

44 1924年, 京城で は京城券番 中券番があ り, 芸妓 は

 268人 に及 んでいた。(一 記者1924 p100) 1940年 は, 

 京城2箇 所(本 券番 東券番), 地方5箇 所(平 壌券番

 大邸券番 釜 山券番 成興券番 大田の本券番)が

 存在 していた。 中村 資郎1940 pp555-751
45『 毎 日 新 報 』(1914.11.6)(1915.6.29)(1916.10.15)

 (1917.6.15)(1918.4.28)(1920.529)(1921.9.2)。 芸 妓

 及び妓生 は, 各種 園遊会, 共 進会, 読者慰安花見会, 

 イ タリア将校歓迎式 な ど, 官が主管す る様 々会 に頻

 繁に動員 された。
46 日本で は, 現在 も使 われているが, その違い はまだ

 明 らかに されていない。
47 2001面 接 調査: 金千 興。 李 王 職雅 楽部 を辞任 した

 1940年, 朝鮮 券番 の学監河圭一 (李王職雅楽部 嘱託)

 の勧 めで, しばら く券番事務 の仕事 をした こ とが あ

 る。 すで に, 李王職雅楽部 出身の同僚 が多数 いたの

 で, 違和感 な く出勤 で きた とい う。当時朝鮮券番事

 務所 の風景 は, 現在 日本 の古 い見番 で も同様 な風景

 を見 ることがで きる。 また, 京 城の券番で は, 漢城

 券 番 はボ タン, 大 正券番 は菊, 漢南 券番 は月桂樹, 

 京和 券番 はハマ ナス といった各 券番 を象徴す る 「券

 番 花 」 を決 め てい たが, (大邸広 域 市2005『20Cタ

 ルグボル飲食文化史』大邸広域市保健 課p234, 大

 邸) この ような様子 は, 日本 の券番 を模範 に した一

 例 で はないか と思 われる。京都 では, 祇園 甲部 は甲

 とい う文字入 りの八つ の円形 つな ぎ団子, 先斗 町は

 千 鳥の ように, 各見番 は図案化 した記章 を持 ってい

 る。 相原恭子2001『 京都舞妓 と芸妓の奥座敷』文春

 新書, pp28-29, 東京
48 全 羅都 井 邑券番, 郡 山の昭和 券番で は, 券番 と7:3,

-58-



 6:4で 計算 されたが, 分 配は一律で はな く妓生 の才

 能 によって異 なった。 申 ヒョンギュ2007『妓生物語』

 サ ルリン出版, pp30-31, パ ジュ。49 
妓生組合 時期 は, 組合規約 の変更, 取締や会計 の選

 任, 予算及 び決算報告, 游客 の名簿 などを, 警視庁

 に報 告 し認可 を得 る こと(警 務2課1908〈 組合 に対

 す る特別命令 〉)に 定 め られていた。 金千興 は, 詳

 細 な内容 までは覚 えていないが, 警察署 に事務 的報

 告 はあ った とい うこ とか ら, 券 番 も同様 な報 告が

 あ った と推察す る。2001面 接調査: 金千興
50 宋連 玉1994p55。 『朝 鮮総 督府統 計年 報』 の 「警察

 上取締営業」の各年版 に より作成 されたもの。
51 警務2課(警 視庁 訓令 第41号 く妓 生及 び娼妓 団束令

 施行心得(1908.10.6)〉 第3条)で, 妓夫 の存 在 は

 認め なか ったが, 広橋 妓生組合 が有夫妓で構 成 され

 た ように, 一部 で は妓夫が存続 していたのであ る。
52『 京城 日報 (1927.12.3)』

53「 全羅都 の井 邑券番 は5年 で, 試験 制度 は設 けて な

 く」(辛 ヒョンキ ュ2007p30),「 郡 山の昭和券番 は4

 年で」(宋 ミスク2005p300),「 光州券番 では早期卒

 業 も可能」(文 現相 ・金美淑1997p44)だ ったという。54 
李 蘭香1971「 残 した い話 」 『明月館 』 中央 日報 社, 

 pp152, ソウル。 宋 ミス ク2005 p30155 
明田鉄男1990『 日本花柳 史』雄山閣, pp148-150, 東京。

 高取正男1982『 京女』 中央公論社, pp152-158, 東京。
 『福 岡 日々新 聞(1884・9.13)』 『門司新 聞(1893.1.16)

 (1900.1.16)
56 拙稿2003 p10-24

57 張師助1970「 李朝 の女 楽」 『亜細 亜女性 研 究』
vol9

 淑明女子大学亜細 亜女性研究所, pp139-14058
『教坊歌謡(1872)』 は, 鄭顕 爽が晋州牧使 と して赴

 任 してい る際 教坊 の歌 や舞踊 を記録 した本 である。

 成武慶(訳 注)2002『 教坊 歌謡』 ポ ゴ社, p71-23059 
朝鮮 初期 は外宴 の舞童 はす ぐ成人 になるため, 舞 に

 相応 しくない とされ, 舞 童の数が足 りない際 は, 外

 宴で も女楽が一部許容 されてい た。 しば しば妓生 を

 め ぐる乱れ行為が 問題視 され, 女楽廃止論が挙 げ ら

 れて きたが, 1623(仁 祖)年, 徹 底 した儒教思想 を

 基 に再整備 し, 宮廷所属 の京 妓 を廃 止 した。
60 国か ら年2回 米が支 給 され, 奉足(公 役 に勤 め る人

 を助 けるために労働力 を提供 いわゆ るお使い)を

 与 え生 活 を助けた。 祝宴後 技 芸の評価 によ り布や

 金 品を与え る場合 もあった。 金鐘沫2001『 朝鮮時代

 宮 中宴亨 と女楽研究』民俗苑p149, ソウル
61 徐丙嬬1991「女楽 の発達 とその生活象」『語文学研究』

 vo13曉 星女子大学語 文学研 究所, 大邸, p16
623学 年 の時 間割: 月(国 語, 書画, 歌 曲, 内地歌 雑歌, 

 歌復習)火(国 語, 書画 歌 曲, 内地歌 作法, 音楽)

 水(作 文, 書画, 歌 曲, 内地歌 雑 歌, 歌復習)木(会 話, 

 書画, 歌 曲, 内地歌, 声楽, 作 法)金(詞 解 書画, 

 歌 曲, 内地歌 雑歌, 歌復 習)土(詞 解 書画 歌曲, 

 会話)韓 載徳1939『モ ダン日本』(臨時増刊 ・朝鮮 版)

 p238。 「株 式会社箕城券番付属 妓生養成所 規定」1

 学年(修 身, 国語, 朝鮮語, 算術, 書画, 歌 曲, 唱

 歌)2学 年(修 身, 国語, 朝鮮語, 算術, 書画, 歌詞, 

 時調, 羽調, 唱歌, 音楽, 舞踊)3学 年(修 身, 国語, 

 朝鮮語, 算術, 歌詞, 雑歌, 口本歌, 東西音楽, 唱歌, 

 舞踊)川 村 湊2001『 妓 生』 作 品社, pp142-146, 東

 京
63 本論文で は, 舞踊 の区分 を大 き く, 宮廷舞踊 と民俗

 舞踊 に分 ける。 当時 の演 目は, 今 日の分類 では再考

 の余地が多い ため(廃 れて演 目の実態が分 か らない

 もの, 現在の演 目の前 型 とされ るものが複数 で, 異

 な る淵源 を持つ もの な ど), 演 目名のみ で判 断で き

 る宮廷舞踊以外 は, すべて民俗舞踊 に分類 し, その

 中で説明可能な ものは, 現在 の分類 で説明す る。
64 2001面 接調査: 金千興

65 立舞 基本舞 ポ トンチュム, 手拭舞 ク ッコリチ ュ

 ムな どは, 人や場所 に よって 自由 自在 に変形可能 な

 即 興 的な舞であ ったという。地域 や用い る小道具 に
 よって, 異 なる名称で呼 ばれたが, 同類 の舞踊で あ

 り, 素手 で踊 る場 合 と, ハ ンカチの ような もの, 小

 鼓 な どを用 い る場合 もあ るとい う。国立文化財研究

 所1996『 立舞 ・閑良舞 ・剣舞』無形 文化 財調査報告

 書(19)p2266 
神 庁 とは, 巫系 を中心 に結成 された芸 能集団 で, 地

 域 に よって, 神庁, 才人庁, スス ン(師 匠 とい う意味)

 庁, 心方庁 と呼ばれた。 主 にシャーマ ン的祭儀であ

 る 「クッ」 に従事 す るが, 巫俗 関係以外 で も, 教坊

 の楽士 と して も活 動 し, 民衆 を対象 に芸 能 を披露 し, 

 上流 階級(風 流家)と 音 楽の交流 もあった。 歌専門

 は広 大, 楽器専 門は楽工, 曲芸の専 門は才 人 と呼ば

 れた。(魯 ドンウ ン1995『 韓 国近代 音楽 史』 ハ ンキ

 ル社, p131, コヤ ン)以 上の区分で は, 舞踊 を専門
 にする ものが 明確 でないため, 本論文 では, 神庁 と

 して統一一する。
67 2001面 接 調査: 金千興

68 本研 究で は, 妓生 に教育 された舞踊の種類別 に分類

 した。 ただ し, この時期 の民俗 舞踊 は, 妓房舞踊 的

 様式 と神 庁舞踊的様式 が混 じる ことも多 いため, 各

 演 目の淵源 を明確 にするためには, 様式的 な検証 が

 必要で ある。
69 現在, 正 歌 と分類 される歌 曲, 歌詞, 時調 は, 宮廷

 音楽 人 と上 流階級 の風流家(中 人 階級), 妓 生 な ど

 が楽 しんだ高尚 とされる音楽 である。 朝鮮末期 か ら

 は, 平民正歌 集団 も発生 し正楽 と雑 歌 を専 門 とした。

 広大 と呼 ばれた芸人集団 はパ ンソ リや雑 歌 を主流 と

 す るが, 一部は上流階級 の風流 会に よ く呼 ばれ, 正

 歌 の演奏 を担 当 した。李 輔亨2002「 朝鮮後 期 正歌

 集団 の流形 と性格 」 『東洋 音楽』 第24集 ソウル大

 学東洋音楽研究所, pp149-16770 徐
キゼ, 金ス ンジ ョン(2004)「 日本明治大 正期の〈

 修 身 〉教科書研究」『日本語文学』韓国 日本語文学会,

 第20輯, pp247-269。 一方, 博 多柳 町の翠系学校で も, 芸 妓
を相 手 に した修 身教 育が行 わ れてい た。 『福 岡

 日々新 聞(1896.1.16)』
71 券番 出身者 の証言 か ら, 宮廷 音楽人 ・官妓 出身以外

 の教 師 に対 しては, その出身が明確で はない もの も

 いたが, 持 っている特技 か ら神 庁出身者 とみな した。

 今後, 舞踊の演 目において, 神庁 出身者 と広 大そ し

 て, 男社 堂の ような流 浪芸 人集団 との 関係 も検討す

 べ きである。
72 韓成俊 は, 鎮南浦, 井 邑券番 で も教 えた こ とがあ り, 

 1938年 は朝鮮 音楽舞踊研究会 を立ち上げ, 数多 く舞

 台公演 もした。 特 に巫俗音楽 に詳 し く, 旺盛 に舞踊

 を創作 したが 現 に伝わる演 目は《太平舞》《僧舞》
《サ ルプ リ》《鶴舞 》な どがあ る。成基淑1996「 韓

 成俊 に対す る幾つか の疑問点」7・8月号,『舞踊韓 国』

 舞踊韓 国社, pp106-109, ソウル
73 李梅芳 の師匠で, 光 州券番 に伝 わる多 くの民族舞踊

 は, 巫俗系 の申芳草か ら代々伝 え られた ものが多 い

 とい う。
74 李 東安 は, 出身 は才人家系だか, 後, 男社堂牌 に入 っ

 た こと もある。仁 川, 水 原券番 な どで,《 太平舞 》
《神 カル大神 舞》《チ ンセチ ュム》な ど, 民俗舞踊

 を多数教 えたが, 舞台では主 に男社堂芸 能 を披露 し

 た。 クヒソ1992『 李東安』悦話 堂, pp9-13, ソウル
75 李 蘭香 は平壌箕城券 番で, 張紅心 は成興券 番で学習

 して か ら, 朝鮮 券番 に移 籍 し, また姜 貴礼 は光 州

 券番 で学習 を し, 海 州券番 と京城の鐘路券番 を経て, 

 晋 州券番 に定着 した。韓鎮 玉は南原券番 出身であ る

 が, 光州券番 で教育 を重 ねた。 金寿岳 は晋 州券番に

 いなが ら, 優秀 な先生 を求 めて居昌券番で 習 った と

 い う。
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